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 各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 
 各都道府県・指定都市認定こども園担当課 
 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
 各 国 公 私 立 大 学 担 当 課   
 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 御中 
  構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  
   受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 
  大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課 
 
 
              文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
 
 

落雷事故の防止について 

 

 落雷事故は年間を通じて発生する可能性がありますが、統計からは特に７、８

月に発生件数が増加する傾向があり、学校管理下においても、校舎外での学校行

事実施中などに落雷事故が発生していることから、落雷事故のための適切な措置

を講ずるようお願いします。 

 事故防止にあたっては、文部科学省で作成した学校防災のための参考資料「『生

きる力』を育む防災教育の展開」にも、雷等への初期対応や避難について示して

おりますので御参照ください。また、気象庁ホームページにおいては、雷注意報

に関する解説や、落雷から身を守るための手段、雷の発生状況を１０分単位で確

認できる「雷なうキャスト」などの参考情報が掲載されていますので、学校にお

ける安全指導、安全管理に御活用ください。 

 

なお、本件について各都道府県教育委員会学校安全主管課においては域内の市

町村教育委員会及び所管の学校（大学を除く。）に対し、各指定都市教育委員会

学校安全主管課においては所管の学校に対し、各都道府県認定こども園主管課に

おいては域内の市町村担当課に対し、各指定都市認定こども園担当課においては

所管の幼保連携型認定こども園に対し、各都道府県私立学校主管課においては所

轄の私立学校に対し、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方

公共団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校に対し、お知らせいただく



ようお願いします。 
 

【参考資料】 

○「生きる力」を育む防災教育の展開（平成 25 年 3 月改訂 文部科学省） 
○気象庁ホームページ／雷について 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder0-0.html 
 

【問合せ先】 
文部科学省初等中等教育局 
健康教育・食育課学校安全係 

 tel：03-5253-4111（2917） 

 fax：03-6734-3794 


